
97

ࢿ
ྉ
ฤ

・ 成年後見制度利用促進基本計画

成年後見制度利用促進基本計画
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第
７
条
�
こ
の
内
規
に
ᐃ
め
る
も
の
の

か
、
必
要
な
事
項
は
、
準
備
会
が
ู
に
ᐃ
め
る
。
�

� �
�
㝃
�
๎
�

（
施
行
期
᪥
）
�

１
�
こ
の
内
規
は
、
平
成
２
９
年
１
㸮
᭶
１
᪥
よ
り
施
行
す
る
。
�

（
ྊ
集
の
≉

）
�

２
�
こ
の
内
規
の
施
行
後
、
ึ
め
て
招
集
ࡉ
れ
る
会
議
は
、
第
４
の
規
ᐃ
に
か
か
ࢃ
ら
ࡎ
、
健
康
福
祉

部
長
が
こ
れ
を
招
集
し
、
座
長
が
選
出
ࡉ
れ
る
ࡲ
࡛
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
三
豊
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
設
置
準
備
会
内
規
�

� �
（
設
置
）
�

第
�
条
�
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
８
年
度
法
律
第
２
９
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）

の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
豊
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
準
備
会
（
以
下
「
準

備
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。
�

� �
（
所
掌
事
項
）
�

第
２
条
�
準
備
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。
�

（
１
）
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
の
立
ち
上
げ
に
向
け
て
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。
�

（
２
）
そ
の
他
、
必
要
な
事
項
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
。
�

� （
構
成
）
�

第
３
条
�
�

（
１
）
三
豊
・
観
音
寺
市
医
師
会
�

（
２
）
三
豊
市
社
会
福
祉
協
議
会
�

（
３
）
三
豊
市
福
祉
事
務
所
�

（
４
）
三
豊
市
健
康
福
祉
部
�

（
５
）
三
豊
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
�

（
６
）
成
年
後
見
制
度
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
�

（
７
）
そ
の
他
連
絡
及
び
連
携
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
機
関
�

� （
運
営
）
�

第
４
条
�
準
備
会
に
座
長
を
置
き
、
構
成
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
�

２
�
座
長
は
、
会
議
の
招
集
、
進
行
及
び
総
合
的
な
連
絡
統
制
を
行
う
。
�

３
�
座
長
に
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
座
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
代
理
す
る
。
�

� （
庶
務
）
�

第
５
条
�
準
備
会
の
庶
務
は
、
三
豊
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。
�

� （
秘
密
の
保
持
）
�

第
６
条
�
構
成
員
は
、
会
議
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
の
情
報
そ
の
他
秘
密
に
期
す
べ
き
事
項
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
。
構
成
員
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。
�

� （
そ
の
他
）
�
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市
町
村
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
計
画
化
の
方
法
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

0

 
 

 
  

 
  

地
域

包
括

支
援

・
委

託
障

が
い

相
談

・
地

活
Ⅰ

型
向

け
調

査
票

 
 

 
 

 
  

 
�

分
類

�
包

括
�・

�委
託

相
談

�・
�地

活
Ⅰ

�
事

業
所

名
�

�

回
答

者
�

役
職

・
氏

名
�

�
電

話
�

�

� ＜
１

 
成

年
後

見
制

度
の

利
用

ニ
ー

ズ
に

つ
い

て
＞

 

【
問

１
】

平
成

２
９

年
度

（
H
29

.4
～
H
30

.3
）

に
お

い
て

、
貴

事
業

所
に

て
相

談
対

応
（

新
規

・
継

続
ケ

ー
ス

と
も

に
含

む
）

し
た

市
民

の
う

ち
、

以
下

の
項

目
に

該
当

す
る

人
数

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

対
象

者
１

人
に

つ
き

２
つ

以
上

の
項

目
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
最

も
当

て
は

ま
る

と
思

わ
れ

る
項

目
に

カ
ウ

ン
ト

し
、又

回
答

は
初

期
対

応
し

た
時

点
で

の
状

態
で

判
断

い
た

だ
き

、
現

在
は

成
年

後
見

制
度

の
利

用
等

で
課

題
が

解
消

し
て

い
る

場
合

も
含

み
ま

す
。

【
回

答
】

�
回

答
欄

�

①
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
治

療
や

介
護

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

必
要

性
や

契
約

を
理

解
で

き
な

い
、

拒
否

が
あ

る
な

ど
支

援
が

進
ま

な
い

。
�

�
人

�

②
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
以

下
の

よ
う

な
金

銭
や

財
産

の
管

理
に

関
す

る
状

況
が

発
生

し
て

い
る

。
�

・
商

品
を

次
々

購
入

す
る

な
ど

、
収

入
に

見
合

っ
た

適
切

な
支

出
が

で
き

な
い

。
�

・
家

計
管

理
が

で
き

な
い

。
�

・
税

や
保

険
料

、
利

用
料

な
ど

を
現

に
滞

納
、

又
は

負
債

が
あ

る
が

、
適

切
に

返
済

等
の

対
応

が
で

き
て

い
な

い
。

�
・

土
地

や
建

物
、

有
価

証
券

等
の

資
産

の
管

理
が

適
切

で
な

い
。

�

�
人

�

③
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
預

金
や

年
金

を
取

り
上

げ
ら

れ
る

な
ど

経
済

的
虐

待
や

金
銭

搾
取

、
そ

の
他

の
虐

待
（

身
体

的
・

性
的

・
心

理
的

・
ネ

グ
レ

ク
ト

な
ど

）
を

受
け

て
い

る
又

は
そ

の
疑

い
が

あ
る

。
�

�
人

�

④
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
不

動
産

の
処

分
や

遺
産

分
割

協
議

、
相

続
な

ど
の

法
律

行
為

を
行

え
な

い
。

�
消

費
者

被
害

や
悪

徳
業

者
に

つ
き

ま
と

わ
れ

て
い

る
又

は
そ

の
疑

い
が

あ
る

。
�

�
人

�

⑤
�

判
断

能
力

は
あ

る
が

、
身

元
保

証
問

題
、

任
意

後
見

制
度

、
委

任
契

約
な

ど
の

相
談

対
応

の
必

要
が

あ
る

。
�

�
人

�

⑥
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

に
、

そ
の

他
困

難
な

事
情

が
あ

る
が

、
適

切
に

対
応

で
き

て
い

な
い

。
�

�
人

�

合
計

 
 

人
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（

職
員

）

第
６

条
　

セ
ン

タ
ー

に
次

の
職

員
を

置
く

。

（
２

）
　

業
務

ᢸ
ᙜ

（
３

）
　

そ
の

他
セ

ン
タ

ー
業

務
㐙

行
に

ᙜ
た

っ
て

必
要

と
ࡉ

ࢀ
る

職
員

　
（

開
設

᪥
及

び
開

設


㛫
）

第
７

条
　

セ
ン

タ
ー

の
開

設
᪥

及
び

開
設


㛫

は
、

次
の

各
ྕ

に
ᐃ

め
る

と
こ

ࢁ
に

よ
る

。

（
１

）
　

開
設

᪥
　

᭶
᭙

᪥
か

ら
㔠

᭙
᪥

と
す

る
。

た
だ

し
、

ᅜ
民

の
⚃

᪥
に

関
す

る
法

ᚊ
（




２
３

年
法

ᚊ
第

　
　

　
　

　
　

１
７

８
ྕ

）
に

つ
ᐃ

す
る

ఇ
᪥

及
び

１
２

᭶
２

９
᪥

か
ら

⩣
年

１
᭶

３
᪥

ࡲ
で

を
㝖

く
。

（
２

）
　

開
設


㛫

　
༗

前
８


３

㸮
ศ

か
ら

༗
後

５


１
５

ศ
ࡲ

で
と

す
る

。

　
（

⤒
㈝

の
㈇

ᢸ
）

第
８

条
　

セ
ン

タ
ー

の
⤒

㈝
は

、
後

見
ሗ

㓘
、

市
町

村
委

ク
ᩱ

そ
の

他
の


入

を


て
る

。

２
　

市
町

村
委

ク
ᩱ

は
、

ᖹ
ᆒ


及

び
人

ཱྀ


と
し

、
そ

の
㢠

は
ู

に
ᐃ

め
る

。

　
（

運
営

委
員

会
）

第
９

条
　

第
３

条
各

ྕ
に

掲
げ

る
事

業
の

適
ṇ

な
運

営
及

び
ⱞ


の

ゎ
Ỵ

の
た

め
、

セ
ン

タ
ー

に
運

営
委

員
会

を

　
置

く
。

２
　

委
員

会
の

任
務

は
、

次
の

と
࠾

り
と

す
る

。

（
１

）
　

第
３

条
各

ྕ
に

掲
げ

る
事

業
の

運
営

᪉
㔪

の
᳨

ウ
に

関
す

る
事

㡯

（
２

）
　

援
助

ᅔ
㞴

ࢣ
ー

ࢫ
の

ฎ
㐝

に
関

す
る

事
㡯

（
３

）
　

事
業

に
関

す
る

ⱞ


ゎ
Ỵ

に
関

す
る

事
㡯

（
４

）
　

設
置

要
綱

等
の

ኚ
᭦

に
関

す
る

事
㡯

（
５

）
　

そ
の

他
セ

ン
タ

ー
運

営
に

関
す

る
必

要
な

事
㡯

３
　

運
営

委
員

会
の

委
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

（
１

）
　

関
係

市
町

村
ᢸ

ᙜ
ㄢ

長

（
２

）
　

セ
ン

タ
ー

運
営

ᅋ
体

の
ᢸ

ᙜ
㈐

任
者

（
３

�
�
�
�
運

営
委

員
長

が
必

要
と

認
め

る
者

４
　

委
員

の
任

ᮇ
は

、
１

年
と

し
、


任

を
ጉ

げ
な

い
。

５
　

運
営

委
員

会
に

委
員

長
及

び


委
員

長
を

置
き

、
委

員
が


選

す
る

。

　
（

法
人

後
見

受
任

ᑂ
査

会
）

第
1
0
条

　
セ

ン
タ

ー
が

行
う

法
人

後
見

業
務

に
ࡘ

い
て

、
そ

の
受

任
が

適
切

で
あ

る
か

の
ᑂ

議
を

行
う

た
め

、
法

　
人

後
見

受
任

ᑂ
査

会
を

置
く

。
法

人
後

見
受

任
ᑂ

査
会

の
委

員
は

、
運

営
委

員
会

が
必

要
と

認
め

る
者

を
任



　
す

る
。

　
（

⿵
๎

）

第
1
1
条

　
こ

の
要

綱
に

ᐃ
め

る
も

の
の


か

必
要

な
事

㡯
は

、
運

営
委

員
会

が
ู

に
ᐃ

め
る

。

　
　

　
㝃

　
๎

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

３
年

４
᭶

１
᪥

か
ら


行

す
る

。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

４
年

１
２

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

５
年

１
１

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

６
年

１
１

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
３

１
年

４
᭶

１
᪥

か
ら


行

す
る

。

（
１

）
　

所
長

　
（

設
置

）

第
１

条
　

伊
那

市
、

駒
ヶ

根
市

、
辰

野
町

、
箕

輪
町

、
飯

島
町

、
南

箕
輪

村
、

中
川

村
及

び
宮

田
村

（
以

下
「

関

　
係

市
町

村
」

と
い

う
。

）
は

、
上

伊
那

成
年

後
見

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
。

　
（

目
的

）

第
２

条
　

セ
ン

タ
ー

は
、

認
知

症
高

齢
者

、
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

等
の

人
権

を
尊

重
し

、
一

人
ひ

と
り

が
そ

　
の

人
ら

し
く

地
域

で
安

心
し

て
生

活
で

き
る

よ
う

、
関

係
機

関
と

の
連

携
及

び
協

働
に

よ
り

、
成

年
後

見
制

度
等

　
の

普
及

及
び

相
談

、
後

見
人

等
の

受
任

そ
の

他
各

種
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

事
業

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

　
（

事
業

内
容

）

第
３

条
　

セ
ン

タ
ー

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
次

に
掲

げ
る

事
業

を
行

う
。

（
１

）
成

年
後

見
制

度
、

権
利

擁
護

等
の

研
修

及
び

啓
発

　
　

ア
　

行
政

及
び

福
祉

関
係

者
へ

の
成

年
後

見
制

度
等

の
研

修

　
イ

　
住

民
に

対
し

て
、

成
年

後
見

制
度

等
の

周
知

及
び

Ｐ
Ｒ

並
び

に
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
開

催
等

の
啓

発

（
２

）
成

年
後

見
・

権
利

擁
護

相
談

（
関

係
市

町
村

、
市

町
村

社
会

福
祉

協
議

会
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

　
害

者
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー
等

か
ら

の
相

談
対

応
）

（
３

）
成

年
後

見
申

立
て

の
支

援

　
ア

　
関

係
市

町
村

長
が

行
う

成
年

後
見

申
立

て
の

支
援

　
イ

　
本

人
又

は
親

族
が

行
う

成
年

後
見

申
立

て
の

支
援

（
４

）
専

門
職

を
含

む
適

切
な

後
見

人
の

紹
介

、
推

薦

（
５

）
関

係
市

町
村

か
ら

依
頼

の
あ

っ
た

案
件

に
係

る
法

人
後

見
の

受
任

（
６

）
市

民
後

見
人

等
に

対
す

る
後

見
監

督
の

受
任

（
７

）
親

族
後

見
人

等
へ

の
支

援

　
ア

　
後

見
業

務
の

相
談

及
び

助
言

　
イ

　
後

見
業

務
の

研
修

（
８

）
権

利
擁

護
に

係
る

調
査

及
び

研
究

（
９

）
市

民
後

見
人

の
育

成
及

び
活

動
支

援

（
1
0
）

任
意

後
見

監
督

人
選

任
の

助
言

（
1
1
）

上
伊

那
全

体
協

議
会

の
開

催

（
1
2
）

そ
の

他
運

営
委

員
会

で
必

要
と

認
め

た
事

業

　
（

事
業

所
の

位
置

）

２
　

利
用

者
の

利
便

性
を

図
る

た
め

、
セ

ン
タ

ー
に

支
所

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

　
（

利
用

者
）

第
５

条
　

セ
ン

タ
ー

の
利

用
者

は
、

関
係

市
町

村
の

住
民

と
す

る
。

た
だ

し
、

関
係

市
町

村
の

住
民

で
あ

っ
た

者
で

、

　
措

置
等

に
よ

り
地

域
外

に
入

院
入

所
し

た
も

の
は

、
可

能
な

限
り

事
業

の
対

象
と

す
る

。

　
上

伊
那

成
年

後
見

セ
ン

タ
ー

設
置

要
綱

第
４

条
　

セ
ン

タ
ー

の
事

務
所

は
、

長
野

県
伊

那
市

山
寺

２
９

８
番

地
１

に
置

く
。
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�

�

平
成

３
０

年
度

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

�

次
第

�   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

日
時

�
平

成
３

０
年

○
月

○
○

日
（

○
）

�

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
○

○
時

○
○

分
～

○
○

時
○

○
分

�

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 会
場

○
○

○
○

�
○

○
○

○

� １
�

あ
い

さ
つ

２
�

自
己

紹
介

３
�

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

の
運

営
に

つ
い

て
�

� ４
�

議
事

�

（
１

）
�

○
○

地
区

に
お

け
る

成
年

後
見

制
度

の
状

況
に

つ
い

て

（
２

）
�

意
見

交
換

�
�

�
・

制
度

の
周

知
に

つ
い

て

�
�

�
・

市
町

村
計

画
の

策
定

に
つ

い
て

�

�
�

�
・

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
、

中
核

機
関

の
設

置
に

つ
い

て
�

�
�

�
・

法
人

後
見

に
つ

い
て

�

�
�

�
�

５
�

そ
の

他

雛
形

�
� � � �

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

運
営

要
領

�
�

� �
（

趣
旨

）
�

第
１

条
�

こ
の

要
領

は
、

認
知

症
、

知
的

障
害

そ
の

他
の

精
神

上
の

障
害

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

財
産

の
管

理
又

は
日

常
生

活
等

に
支

障
が

あ
る

者
を

支
援

す
る

成
年

後
見

制
度

（
以

下
「

制
度

」
と

い
う

。
）

の
利

用
促

進
を

図
る

た
め

、
埼

玉
県

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

○
○

地
区

協
議

会
（

以
下

「
○

○
地

区
協

議
会

」
と

い
う

。
）

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

�
�

（
目

的
）

�
第

２
条

�
○

○
地

区
協

議
会

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
�

�
一

�
○

○
地

区
協

議
会

の
区

域
に

お
け

る
関

係
団

体
の

連
携

に
関

す
る

こ
と

�
�

二
�

制
度

の
同

区
域

の
住

民
へ

の
周

知
及

び
普

及
に

関
す

る
こ

と
�

�
三

�
制

度
の

利
用

促
進

に
係

る
諸

課
題

の
検

討
に

関
す

る
こ

と
�

�
四

�
そ

の
他

、
制

度
等

に
関

す
る

こ
と

で
○

○
地

区
協

議
会

が
必

要
と

認
め

る
こ

と
�

�
（

役
員

）
�

第
３

条
�

○
○

地
区

協
議

会
に

は
会

長
及

び
副

会
長

を
置

く
。

�
２

�
会

長
及

び
副

会
長

は
、

構
成

団
体

の
互

選
に

よ
り

選
出

す
る

。
�

３
�

会
長

に
事

故
が

あ
る

と
き

、
又

は
会

長
が

欠
け

た
と

き
は

、
副

会
長

が
会

長
の

職
務

を
行

う
。

�
�

（
会

議
）

�
第

４
条

�
○

○
地

区
協

議
会

の
会

議
は

、
会

長
が

招
集

し
、

主
宰

す
る

。
�

２
�

会
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
会

議
に

構
成

団
体

以
外

の
者

に
出

席
を

求
め

、
意

見
を

聴
く

こ
と

が
で

き
る

。
�

�
（

庶
務

）
�

第
５

条
�

○
○

地
区

協
議

会
の

庶
務

は
、

会
長

の
属

す
る

市
町

�
村

�
の

成
年

後
見

制
度

担
当

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

�
�

（
そ

の
他

）
�

第
６

条
�

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

○
○

地
区

協
議

会
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
定

め
る

。
�

�
�

�
附

�
則

�
�

こ
の

要
領

は
、

平
成

○
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

�

雛
形

�



129

ࢿ
ྉ
ฤ

  

(
)

  

雛
形
�



130

ࢿ
ྉ
ฤ

� �

� � �

平
成

3
0
年
度

 
成
年
後
見
制
度
セ
ミ
ナ
ー
Ტ
ྵ
˓
ᎍ
ዻ
Უ
次
第

 

�

日
時

�
平

成
�
�
年

○
月

○
日

（
○

）
�

�
�

�
�

午
前

○
時

○
分

～
午

後
○

時
○

分
�

場
所

�
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

�

主
催

�
神

奈
川

県
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

� � １
�

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

○
○

�
�
○

○
�

� � ２
�

講
座

࣭
₇

⩦
「

申
立

᭩
の

᭩
ࡁ

方
の

実
際

」
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
○

○
�
�
○

○
�

�

බ
┈

社
ᅋ

法
人

�
成

年
後

見
セ

ン
タ

ー
࣭

リ
ー

࢞
ࣝ

ࢧ
࣏

ー
ࢺ

神
奈

川
県

支
㒊

�
�

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � ３
�

情
報

提
供

Ⅰ
「

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

実
ែ

ᢕ
ᥱ

ㄪ
ᰝ

概
ἣ

୪
ࡧ

に

ᅔ
㞴

事
例

の
ᑐ

ᛂ
に

つ
い

て
」

�
�

�
�

�
�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�

社
会

福
祉

法
人

�
神

奈
川

県
社

会
福

祉
協

議
会

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � ４
�

情
報

提
供

Ⅱ
「

≉
ᐃ

援
ຓ

ᑐ
㇟

⪅
法

ᚊ
┦

ㄯ
援

ຓ
制

度
➼

に
つ

い
て

」
�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�

日
本

司
法

支
援

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
地

方
事

務
所

�
�

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � 㸳
�

事
務

連
絡

�

� � �

� �

 

平
成

3
0
年
度

 
成
年
後
見
制
度
セ
ミ
ナ
ー

 
次
第

 
�

日
時

�
平

成
�
�
年

○
月

○
日

（
○

）
�

午
前

○
時

○
分

～
午

後
○

時
○

分
�

場
所

�
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

�

主
催

�
神

奈
川

県
�

� �
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

１
�

開
会

挨
拶

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

� ２
�

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
�

�
�

�
�

○
○

�
�
○

○
�

� ３
�

講
座

�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�
講

座
Ⅰ

「
成

年
後

見
制

度
の

概
要

と
市

町
村

長
申

立
て

の
意

義
／

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
成

年
後

見
人

の
実

際
」

�

神
奈

川
県

弁
護

士
会

�
○

○
○

○
�

氏
�

� �
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
情

報
提

供
Ⅰ

「
申

立
て

に
関

す
る

問
合

せ
例

に
つ

い
て

」
�

（
福

）
神

奈
川

県
社

会
福

祉
協

議
会

�
�

○
○

○
○

�
氏

�

�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
昼

食
休

憩
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
講

座
Ⅱ

「
市

町
村

長
申

立
て

の
具

体
的

手
続

方
法

に
つ

い
て

」
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
横

浜
家

庭
裁

判
所

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
休

憩
�

� �
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
講

座
Ⅲ

「
○

○
市

に
お

け
る

市
長

申
立

て
の

実
践

例
」

�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
○

○
市

�
�

○
○

○
○

�
氏

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
休

憩
�

�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
講

座
Ⅳ

「
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
に

つ
い

て
」

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

（
福

）
神

奈
川

県
社

会
福

祉
協

議
会

�
○

○
○

○
�

氏
�

�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�
情

報
提

供
Ⅱ

「
法

テ
ラ

ス
の

業
務

に
つ

い
て

」
�

日
本

司
法

支
援

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
地

方
事

務
所

�
○

○
○

○
�

氏
�

� ４
�

事
務

連
絡

�
�

�
�

�
�

�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�
�

� �
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目
次

は
じ
め
に

活
用
イ
メ
ー
ジ
図
／
本
書
の
使
い
方
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2

第
１
章
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
説
明
方
法

　【
１
ペ
ー
ジ
目（
表
紙
）】
あ
な
た
や
家
族
、
知
り
合
い
の
困
り
ご
と
、
心
配
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
 
・
・
・
・
・
・
4

【
２
ペ
ー
ジ
目
】
成
年
後
見
制
度
と
は
？
／
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
？
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
6

【
３
ペ
ー
ジ
目
】
成
年
後
見
人
等
っ
て
ど
ん
な
人
？
／
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ
る
の
？
 ・
・
・
・
・
・
・
・
8

【
４
ペ
ー
ジ
目
】
成
年
後
見
制
度
Q
＆
A
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10

第
２
章
　
成
年
後
見
制
度
と
は

1 
成
年
後
見
制
度
と
は
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

(1
） 
成
年
後
見
制
度
の
３
つ
の
基
本
理
念
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

（
2）
 
今
日
ま
で
の
成
年
後
見
制
度
の
経
緯
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

（
3）
 
成
年
後
見
制
度
の
現
状
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15

（
4）
 
任
意
後
見
制
度
と
法
定
後
見
制
度
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
16

2 
成
年
後
見
人
等
の
仕
事
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18

（
1）
 
成
年
後
見
人
等
に
よ
る
支
援
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18

（
2）
 
成
年
後
見
人
等
が
行
う
こ
と
の
例
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18

（
3）
 
成
年
後
見
人
等
の
職
務
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
の
例
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
19

3 
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
20

（
1）
 
利
用
す
る
た
め
に
は
、
家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
が
必
要
で
す
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
20

（
2）
 
誰
が
申
立
て
を
し
て
い
る
の
か
？
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
20

（
3）
 
成
年
後
見
人
等
に
選
任
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
か
？
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
21

（
4）
 
申
立
て
の
手
続
き
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
22

（
5）
 
成
年
後
見
人
等
の
候
補
者
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
23

（
6）
 
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
費
用
の
目
安
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
24

（
7）
 
相
談
窓
口
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
25

4 
安
心
し
て
利
用
す
る
た
め
に
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26

（
1）
 
定
期
的
な
報
告
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26

（
2）
 
後
見
監
督
人
等
の
選
任
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26

（
3）
 
後
見
制
度
支
援
信
託
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26

（
4）
 
後
見
支
援
預
金
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
27

第
3
章
　
事
例

 【
後
見
】 
①
通
帳
の
紛
失
と
被
害
的
な
感
情
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
31

②
施
設
と
の
入
所
契
約
が
で
き
ず
途
方
に
暮
れ
る
高
齢
者
夫
婦
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
32

③
長
期
入
院
か
ら
の
施
設
入
所
が
可
能
に
!! ・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
33

【
保
佐
】 
④
自
分
1
人
で
は
お
金
の
出
し
入
れ
が
不
安
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
34

⑤
悪
質
商
法
に
次
々
と
狙
わ
れ
る
1
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
35

⑥
初
め
て
の
1
人
暮
ら
し
…
で
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
大
丈
夫
！
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
36

⑦
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
ら
ア
パ
ー
ト
へ
！
自
ら
の
可
能
性
を
広
げ
た
女
性
 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
37

【
補
助
】 
⑧
公
共
料
金
の
支
払
い
な
ど
金
銭
管
理
が
う
ま
く
で
き
ず
、
不
安
!! 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
38

⑨
制
度
利
用
で
精
神
症
状
も
安
定
、
家
族
も
笑
顔
に
！
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
39

1

静
岡
県
・（
福
）
静
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会

平
成
31
年
1
月

静
岡
県
・（
福
）
静
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会

平
成
31
年
1
月

分
か
り
や
す
い
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5

事
例
１
～
５
　
説
明
の
ポ
イ
ン
ト

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
表
紙
に
掲
載
し
て
い
る
5
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
困
り
ご
と
な
ど
の
具
体
例
を
下
記
に
記
載
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
困
り
ご
と
な
ど
が
な
い
か
、
支
援
対
象
者
と
一
緒
に
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
 

　
な
お
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
支
援
に
つ
な
が
る
の
か
、
成
年
後
見
人
等
は
ど

ん
な
こ
と
を
行
う
の
か
な
ど
は
本
書
18
、
19
ペ
ー
ジ
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
 

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
ゴ
ミ
出
し
や
掃
除
が
う

ま
く
で
き
ず
、
不
衛
生

な
部
屋
で
生
活
し
て
い

る
。

②
買
い
物
や
料
理
を
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
に
頼
む
な

ど
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
い
が
、
方
法

が
分
か
ら
な
い
。

③
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
い
が
、
ど
う
や
っ
て
探
せ
ば
い

い
か
分
か
ら
な
い
。

④
就
労
支
援
に
通
い
た
い
が
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
市
役
所
か
ら
年
金
な
ど

の
通
知
が
届
い
て
も
、

何
を
書
い
て
良
い
か
分

か
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い

る
。

②
ど
こ
に
し
ま
っ
た
の
か

思
い
出
せ
ず
、
分
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
。

③
郵
便
物
が
来
て
も
、
何
が
重
要
な
も
の
か
判
断
で
き
ず
、
郵
便

物
が
溜
ま
っ
て
し
ま
う
。

④
利
用
し
た
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
が
、
書
類
の
書
き
方
が
分

か
ら
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
お
金
の
管
理
が
う
ま
く

で
き
ず
、
使
い
す
ぎ
て

い
つ
も
足
り
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。

②
税
金
や
福
祉
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
支
払
い

を
忘
れ
て
し
ま
い
、
滞

納
や
未
納
が
あ
る
。

③
買
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
同
じ
も
の
を
何
度
も
買
っ
て
し

ま
う
。

④
自
分
で
銀
行
に
行
け
ず
、
知
人
に
お
ろ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、

勝
手
に
出
金
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
い
ろ
い
ろ
な
人
が
高

価
な
も
の
を
売
り
に
来

る
が
、
騙
さ
れ
て
い
な

い
か
心
配
。

②
年
金
支
給
日
に
だ
け

顔
を
出
し
、
こ
づ
か
い

を
も
ら
い
に
来
る
人
が

い
る
。

③
本
人
は
信
用
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
､
実
は
搾
取
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。

④
悪
い
人
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
共
謀

や
共
犯
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
心
配
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も

が
い
て
、
家
族
が
亡
く

な
っ
た
後
、
面
倒
を
見

て
く
れ
る
人
が
い
な
い

の
で
心
配
。

②
将
来
、
子
ど
も
が
病
気

や
怪
我
を
し
て
入
院
と

な
っ
た
と
き
、
子
ど
も

が
自
分
で
必
要
な
手
続
き
な
ど
が
で
き
る
か
心
配
。

③
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
が
、
親
亡
き
後
、
１
人
で
生
活
で
き
る

か
心
配
。

事
例
1

事
例
3

事
例
2

事
例
4

事
例
5

こ
の
よ
う
な
困
り
ご
と
は
成
年
後
見

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

　
　
　
　
解
決
に
近
づ
く
は
ず
！

　
　
　
　
ま
ず
は
、
相
談
窓
口
に
つ
な

　
　
　
　
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
よ

　
　
　
　
相
談
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
次
ペ
ー
ジ
で
解
説
す
る
よ

お
金
の
や
り
く
り
が
で
き
な
い

悪
い
人
に
だ
ま
さ
れ
た
ら

ど
う
し
よ
う

子
ど
も
の
将
来
が
不
安

暮
ら
し
の
サ
ー
ビ
ス
が

う
ま
く
使
え
な
い

書
類
の
手
続
き
に
困
っ
て
い
る
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㸳
 
ཧ
ຍ
⏦
㎸
 
：
 
別
⣬
２
の
⏦
㎸
᭩
を
下
グ
の
ᮇ
㝈
ま
で
に
、
県
社
会
福
祉
協
議
会
ᶒ
利
᧦
護
ㄢ
へ

 
࣓
ー
ࣝ
か
㹄
㸿
㹖
で
࠾
⏦
し
㎸
み
く
だ
さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺
⏦
㎸
ᮇ
㝈
㸼
 

①
静
岡
会
ሙ
：
平
成

3
1
年
２
月
㸲
日
（
月
）
 

②
沼
津
会
ሙ
：
平
成

3
1
年
２
月
㸴
日
（
水
）
 

③
掛
川
会
ሙ
：
平
成

3
1
年
２
月
1
�
日
（
火
）
 

④
下
田
会
ሙ
：
平
成

3
1
年
２
月
2
1
日
（
木
）

 
  

 
㸴
 
ࡑ
 
ࡢ
 

 
：
 
参
加
㈝
は
↓
ᩱ
で
す
。
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㛵
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⤡
・
࠾
ၥ
࠸
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社
会
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法
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岡
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利
᧦
護
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高
齢
化
の
進
行
や
障
害
者
の
地
域
生
活
移
行
に
伴
い
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
々
が
増
加
し
、

 
 
よ
り
多
く
の
方
々
が
適
切
に
制
度
を
利
用
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

 
 
 
制

度
を

必
要

と
し

て
い

る
方

は
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
等

を
通

じ
て

福
祉

関
係

者
の

皆
さ

ま
と

関
わ

り

を
持

っ
て

い
る

可
能

性
が

高
く

、
福

祉
関

係
者

へ
の

成
年

後
見

制
度

の
理

解
促

進
を

図
り

、
皆

さ
ま

か
ら

そ

れ
ぞ

れ
の

支
援

対
象

者
や

そ
の

家
族

等
に

制
度

を
周

知
し

て
い

た
だ

く
こ

と
で

、
制

度
を

必
要

と
し

て
い

る

人
を
利
用
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

 
 
 
こ

の
よ

う
な

仕
組

み
づ

く
り

を
目

指
し

、
福

祉
関

係
者

の
皆

さ
ま

に
、

成
年

後
見

制
度

の
基

礎
知

識
や

制

度
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
方
法
等
を
学
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
本
研
修
を
開
催
し
ま
す
。

 
  
 
１
 
主
 
 
催
 
：
 
静
岡
県
、
社
会
福
祉
法
人
静
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会
 

  
 
２
 
受
講
対
象
：
 
社
会
福
祉
事
業
所
職
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
、
市
町
行
政
職
員
、
社
会
 

福
祉
協
議
会
職
員
、
特
別
支
援
学
校
教
員
 
等
 

  
 
３
 
日
時
・
会
場
：
①
平
成

3
1
年
２
月
７
日
（
木
）
 
静
岡
音
楽
館

A
O
I
 
7
階
講
堂
（
静
岡
市
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
平
成

3
1
年
２
月
1
2
日
（
火
）
 
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｻ
ｳ
ﾞ
ｪ
ﾙ
ﾃ
ﾞ
 
3
階

3
0
1
会
議
室
（
沼
津
市
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③
平
成

3
1
年
２
月
2
7
日
（
水
）
 
掛
川
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾎ
ﾃ
ﾙ
 
3
階
ｼ
ｬ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾘ
ﾗ
ｽ
ｲ
ｰ
ﾄ
（
掛
川
市
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④
平
成

3
1
年
３
月
１
日
（
金
）
 
下
田
市
民
文
化
会
館
 
大
会
議
室
（
下
田
市
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
時
間
は
い
ず
れ
も
 
1
3
時

3
0
分
～
1
6
時
で
す
。
）
 

 
 
 

※
2
/
2
2
に

磐
田
市
内

で
開
催

さ
れ

る
「
介

護
サ

ー
ビ
ス

事
業

者
連
絡

会
」
で
も
同

内
容

の
研
修

会
を

行
い
ま
す
。
 

 
 
 
 

そ
ち

ら
に
参

加
さ

れ
る
方

は
内

容
が
重

複
し

ま
す
の

で
、

ご
了
承

く
だ

さ
い
。

 

  
 
４
 
内
 
 
容
 
（
４

日
と
も

同
じ

内
容
で

す
）
 

1
3
：
0
0
～
 

受
付
 

1
3
：
3
0
～
 

開
会
 

1
3
：
3
5
～
 

1
5
：
3
0
 

途
中
休
憩
有
 

〔
概
要
説
明
〕
 

 
県
内
の
成
年
後
見
制
度
利
用
状
況
等
に
つ
い
て
（
静
岡
家
庭
裁
判
所
）
 

〔
講
義
〕
 

 
内
容
：
成
年
後
見
制
度
の
基
礎
知
識
と
分
か
り
や
す
い
説
明
方
法

 

 
講
師
：
①
 
2
/
7
 
ふ
る
い
後
見
事
務
所
 
古
井
 
慶
治
 
氏
 

 
 
 
 
②
 
2
/
1
2
 
静
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
 
事
務
局
長
 
 
山
口
 
雅
弘
 
氏
 

 
 
 
 
③
 
2
/
2
7
 
(福

)牧
ノ

原
や

ま
ば

と
学

園
 垂

穂
寮

・
ｹｱ

ｾﾝ
ﾀｰ

野
ば

ら
 

施
設

長
 
大
畑
 
彰
弘
 
氏

 
 
 
 
④
 
3
/
1
 

(福
)桂

 居
宅

介
護

支
援

事
業

所
カ

リ
タ

ス
21

 
主

任
介

護
支

援
専

門
員 
飯
塚
 
哲
男
 
氏

   

1
5
：
3
0
～
 

1
6
：
0
0
 

質
疑
応
答
 

福
祉

職
員

の
た

め
の

成
年

後
見

制
度

理
解

促
進

研
修

 

静
岡

県
委

託
事

業
 

今
年
度
作
成
し
た
“
成
年
後
見
制
度
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
”
及
び
“
わ
か
り
や
す
い
成
年
後
見
制
度

テ
キ
ス
ト
”
を
使
っ
て
、
成
年
後
見
制
度
の
概
要
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
テ
キ
ス
ト
の
有
効
な

活
用
方
法
に
つ
い
て
、
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

別
紙

１
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本

県
の
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の
推
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つ
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ま
し
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頃
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協
力
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た
だ
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厚
く
お
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上

げ
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す
。
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�
平

成
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９
年
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月

２
４

日
に

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
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す
る

法
律

（
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成
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法
律
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２
９
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成
年

後
見

制
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携
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滑
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○
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� �
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賜
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す

。
�

�
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標
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の
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年
後

見
関

係
事

件
の

概
況

に
つ

き
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し
て

、
本

県
の

成
年

後
見

制
度

の
施

策
推

進
に

あ
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り
、

本
県

の
状

況
を

把
握

し
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い
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と
か

ら
、

下
記

の
要
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御

回
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